
あいち電子自治体推進協議会組織体制図（令和５年度） 2023.4.1更新予定

　 総会 監事
最高議決機関 会計の監査

愛知県総務局長 会員の情報担当部長又は課長　２名

会員の情報担当部長又は課長　２名 　

個人情報等保護委員会

運営委員会 施設予約システム事業部会
委員：

　 　

　 委員長： 愛知県総務局総務部情報政策課長 構成員： 施設予約システム全体会議

構成員： 参加全団体の情報担当者又は施設担当者

施設予約システム検討会 アドバイザー
　 情報担当者、施設担当者

電子申請・届出システム研究会 オンライン決済研究会 ※必要に応じて専門的知識を有する者を会長が指名

　 構成員： 研究会参加団体の情報担当者 情報担当者、施設担当者

サブワーキンググループ

対象手続の検討等

　 構成員： 業務担当者 電子調達システム(CALS/EC)事業部会
事務局(愛知県総務局総務部情報政策課内)

協議会の事務運営

情報セキュリティ研究会 電子調達システム（CALS/EC）全体会議 事務局長： 愛知県総務局総務部情報政策課長

　 構成員： 研究会参加団体の情報担当者 参加全団体の情報担当者又は業務担当者 事務局次長： 同課 協議会を担当する担当課長

セキュリティ監査グループ 事務局員： 同課地域情報化推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員

　 協議会監査、共同監査事業の検討等 検討会 　 (県職員及び市町村実務研修生)

　 業務担当者、情報担当者

セキュリティポリシーグループ

　 ﾎﾟﾘｼｰ等ｾｷｭﾘﾃｨ関係規程の整備等

電子調達システム（物品等）事業部会

自治体DX推進支援事業ワーキンググループ
　 構成員： WG参加団体の情報担当者等 電子調達システム（物品等）全体会議

参加全団体の情報担当者又は業務担当者

検討会

業務担当者、情報担当者

構成員： 62名（参加団体の情報担当課長又は事業担当課長）

構成員：

構成員：

構成員： 66名（参加団体の情報担当課長又は事業担当課長）

構成員：

構成員：

部会長： 参加団体の情報担当課長又は事業担当課長の中から会長が選任

部会長： 参加団体の情報担当課長又は事業担当課長の中から会長が選任

個人情報の保護その他情報セキュリティの 確保
に関する助言等幹事会

総会からの委任事項、協議会運営のた
めに必要な事項の議決

総会の付議事項、総会の議決した事項の執行に関す
る事項、総会の議決を要しない会務の執行に関する事
項の議決

部会長： 参加団体の情報担当課長又は事業担当課長の中から会長が選任 会員が推薦する職員及び学識を有する者
の中から会長が選任構成員： 28名（参加団体の情報担当課長又は事業担当課長）

運営委員長、幹事13名（各地域ブ
ロック代表・準会員代表）運営委員（会員・準会員の情報担

当課長又は事業担当課長）
構成員：

構成員： 運営委員会、事業部会、その他会議に出席し、専
門的見地から助言等を行う。

準会員： 13団体

構成員：

会   長：

副会長：

会　 員： 54団体 （愛知県及び県内市町村(名古屋市を除く53 市町村））

報告３
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